
注意事項 H25年７月１日現在 

 

※吐水口空間は、健水発０９０６第５号、平成２４年９月６

日施行に従う。 

 

※Ⅰー⑦における各戸検針の対象には、平成２３年７月より

直結式給水が適用されています。 

 

 

 

 

















































































































































































































７－１１   　手数料

       申込みの際は、表7.1に定める金額を徴収する。但し、管理者が特別の理由があると認める場合は、

     申し込み後これを徴収することができる。

７－１２　　給水装置工事主任技術者の責務

　　　　給水装置工事主任技術者は、給水装置工事事業の本拠である事業所ごとに選任され、個別の工事ごとに

　　工事事業所から指名されて、調査、計画、施工、検査の一連の給水装置工事業務の技術上の管理等、次の

　　職務を誠実に行わなければならない。　（法第２５条の４、施行規則第２３条）

　　　　（１）　給水装置工事に関する技術上の管理

　　　　（２）　給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督　

　　　　（３）　給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第５条の基準に適合していることの確認

　　　　（４）　給水装置工事に係る次の事項についての、水道事業者との連絡又は調整

　　　　　　①　給水管を配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認や連絡調整

　　　　　　②　①の工事及び給水管の取付口から水道メータまでの工事を施行しようとする場合の工法、工期その

　　　　　　　　他の工事上の条件に関する連絡調整

　　　　　　③　給水装置工事を完成したときの連絡

　　　　　給水装置工事主任技術者は、水の衛生確保の重要性についての自覚と、給水装置工事の各段階を適正

　　　　に行うことができるだけの知識と経験を有し、配管工等の給水装置工事に従事する従業員等の関係者間の

　　　　相互信頼関係の要となるべき者である。

　単位　（　　　円）

設計審査手数料 工事検査手数料 設計審査手数料 工事検査手数料

φ１３ｍｍ 22,680 500 2,400 0 1,200

φ２０ｍｍ 60,480 900 2,700 0 1,350

φ２５ｍｍ 103,680 1,200 3,300 1,200 3,300

φ４０ｍｍ 353,160 2,600 5,100 2,600 5,100

φ５０ｍｍ 733,320 3,800 6,600 3,800 6,600

φ７５ｍｍ 1,763,640 8,100 11,600 8,100 11,600

φ１００ｍｍ 4,590,000 14,200 19,600 14,200 19,600

φ１５０ｍｍ
以上

8,793,360 20,400 27,200 20,400 27,200

表　7.1　加入金　・　設計審査及び工事検査手数料　　　口径別金額表

メータ口径 加入金

一般・連合 臨時・増設・改造

 ７－③
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